
（案）

新潟市環境審議会における地球温暖化対策部会の設置について

１．部会の位置づけ 

  新潟市環境審議会条例 第６条に基づき設置。

  ２０１８年度の新潟市地球温暖化対策実行計画改定に伴い，外部委員による計画の

進捗評価組織の必要性から，新潟市環境審議会に本役割を担う部会を設置するもの。

【計画改定の予定】２０１８年度：新潟市地球温暖化対策実行計画（市役所率先実行版）

２０１９年度：新潟市地球温暖化対策実行計画（地域推進版）

２．部会の役割 

  新潟市地球温暖化対策実行計画（市役所率先実行版，地域推進版）の進捗状況の評価

  ※地域推進版の策定は別途策定委員会を立ち上げ予定

３．部会委員 

委員名 所属 専門分野

菅井 清美委員 新潟県立大学名誉教授 生活科学

中村 恵子委員 新潟青陵大学教授 教育学，教育心理学

原田 直樹委員 新潟大学農学部教授 環境農学

藤堂 史明委員 新潟大学経済学部准教授 環境経済，経済政策

４．今後のスケジュール 

年・月 予定

２０１９年３月

３月

９月

２０２０年３月

審議会開催（部会承認）

市役所率先実行版 策定

市役所率先実行版 前年度進捗評価

（策定委員会による地域推進版策定）

地域推進版 策定

※以降毎年９月頃，各計画の進捗評価を実施予定

資料２ 

環境教育と協働の推進 

低炭素社会の創造 

循環型社会の創造 

生物多様性の保全 

快適な生活環境の創造 

地球温暖化対策実行計画
（市役所率先実行版） 

地球温暖化対策実行計画
（地域推進版） 

新潟市環境基本計画 …環境審議会で進捗評価

…地球温暖化対策部会で

進捗評価


